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規　　　　　則

　福岡市災害救助法施行細則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月23日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第18号

　　　福岡市災害救助法施行細則の一部を改正する規則

　福岡市災害救助法施行細則（令和元年福岡市規則第38号）の一部を次のように改正する。

　第 8条中「は、別表のとおりとする。」を「については、福岡県災害救助法施行細則に

基づく救助の程度等（令和 2 年福岡県告示第344号）の規定の例による。」に改め、同条

に後段として次のように加える。

　　この場合において、同告示中「福岡県職員の給与に関する条例（昭和32年福岡県条

　例第41号）第 2条の職員」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例（昭和26年福

岡市条例第18号）第 2条の職員」と、「福岡県職員等の旅費に関する条例（昭和32年福

岡県条例第57号）」とあるのは「福岡市職員等旅費支給条例（昭和28年福岡市条例第23

号）」と読み替えるものとする。

　別表を削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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市　　議　　会

　福岡市議会情報セキュリティ規程を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月23日

福岡市議会議長　　平　　畑　　雅　　博　　　　

福岡市議会規程第 1号

　　　福岡市議会情報セキュリティ規程

　（目的）

第�1 条　この規程は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の 6 の規定に基づき、

福岡市議会（以下「議会」という。）が保有し、又は管理する情報資産を様々な脅威か

ら保護するため、議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な方針を定める

ことにより、情報資産を適切に管理し、適正な議会運営及び議会活動の確保に資するこ

とを目的とする。

　（用語の定義）

第�2 条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

　あ�　情報セキュリティ　情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、及び維持する

ことをいう。

　い�　機密性　情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできるこ

とを確実にすることをいう。

　う�　完全性　情報が破壊され、改ざんされ、又は消去されていないことを確実にするこ

とをいう。

　え�　可用性　情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されること

なく、情報にアクセスできることを確実にすることをいう。

　お�　情報システム　コンピューター（ハードウェア及びソフトウェアをいう。次号にお

いて同じ。）、その周辺機器及びネットワークで構成され、情報処理を行う仕組みを

いう。

　か�　ネットワーク　コンピューター及びその周辺機器を相互に接続するための通信網、

その構成機器及び記録媒体で構成され、通信処理を行う仕組みをいう。

　き�　クラウドサービス　インターネット経由でソフトウェア、データ又はサービスを利

用できる仕組みをいう。

　く　脅威　情報資産に損失、損害等をもたらす潜在的な要因をいう。

　け�　無許可ソフトウェア　利用可否の決定による許可を経ないで利用しようとするソフ

トウェアをいう。

　こ�　不正操作　この規程に違反し、情報システム、ネットワーク及び当該情報システム
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の関連設備を物理的又は論理的に操作することをいう。

　さ�　意図しない操作　一定の権限を与えられている議会の議員（以下「議員」とい

う。）又は議会事務局の職員（以下「職員」という。）が誤って不正操作と同様な結

果を招く操作をすることをいう。

　（適用範囲）

第�3 条　この規程が対象とする情報資産は、次に掲げるものであって、議会が保有し、又

は管理するものとする。

　あ　情報システム及びネットワーク並びにこれらに関する設備及び記録媒体

　い　情報システム及びネットワークで取り扱う情報（これらを印刷した文書を含む。）

　う　情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

　（議員及び職員の責務）

第�4 条　議員及び職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、議会運

営及び議会活動に当たってこの規程及び関連する法令等を遵守しなければならない。

　（対象とする脅威）

第�5 条　議会は、情報資産に対する脅威として、次に掲げるものを想定し、情報セキュリ

ティ対策を実施する。

　あ�　不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃、部外者の侵入

等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん及び消去、重要情報の詐取、

内部不正等

　い�　情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規程違反、設計又は開発

の不備、プログラム上の欠陥、操作又は設定ミス、メンテナンス不備、内部又は外部

監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因

による情報資産の漏えい、破壊及び消去等

　う　地震、落雷、火災等によるサービス及び業務の停止等

　え　大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

　お　電力供給、通信又は水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

　（情報セキュリティ対策）

第�6 条　前条に規定する脅威から情報資産を保護するため、議会が実施する情報セキュリ

ティ対策は次に掲げるものとする。

　あ�　物理的対策　情報資産を損傷、破壊、盗難等から保護するために必要な入退室管理

及び機器管理上の物理的な対策

　い�　人的対策　情報セキュリティに関して議員及び職員が遵守すべき事項を定めるとと

もに、全ての議員及び職員にこの規程及び関連する法令等を周知徹底する等の十分な

教育及び啓発が行われるために必要な対策

　う�　技術的対策　情報資産を不正なアクセス、不正操作、意図しない操作等から適切に

保護するために必要な情報資産へのアクセスの制御、情報システムの管理及びコン
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ピューターウイルス、クラウドセキュリティ等に関する対策

　え�　運用に関する対策　情報システムの監視、情報セキュリティ対策の実施状況の確認

及び緊急事態が発生した際の迅速かつ適切な対応に関する対策その他運用に関して必

要な対策

　お�　クラウドサービス利用における対策　クラウドサービスの利用において適切に情報

セキュリティ対策がなされるよう講じる対策

　（組織体制）

第 7条　議会は、情報セキュリティ対策を推進するための組織体制を確立するものとする。

2 �　議会における全ての情報セキュリティ対策の推進について、総合的な統一性を図り、

その対策を統括するものに議長を充てる。

　（評価及び見直し）

第�8 条　議会は、情報セキュリティに関する状況の変化等に基づき、情報セキュリティの

状況を評価するとともに、必要に応じて運用改善及びこの規程の見直しを行い、情報セ

キュリティの向上を図るものとする。

　（他の執行機関等における方針等との関係）

第�9 条　他の執行機関等が管理し、及び運用する情報システム及びネットワークの利用に

ついては、他の執行機関等における情報セキュリティに関する方針等によるものとする。

　（委任）

第10条　この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。

交　　通　　局

　福岡市交通局企業職員研修規程の一部を改正する規程を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月23日

福岡市交通事業管理者　　小 野 田　　勝　　則　　　　

福岡市交通事業管理規程第 3号

　　　福岡市交通局企業職員研修規程の一部を改正する規程

　福岡市交通局企業職員研修規程（昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第13号）の一部

を次のように改正する。

　第 6条中「又は他の研修機関」を「、他の研修機関又は民間企業」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。
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教 育 委 員 会

　福岡市公民館条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月23日

福岡市教育委員会　　　　

福岡市教育委員会規則第 4号

　　　福岡市公民館条例施行規則の一部を改正する規則

　福岡市公民館条例施行規則（昭和39年福岡市教育委員会規則第 5号）の一部を次のよう

に改正する。

　第11条中「利用者が」の次に「その責めに帰すべき理由により」を加え、「滅失した」

を「滅失して本市に損害を与えた」に改め、「利用者は」の次に「これを原状に復し、又

は」を加える。

　　　附　則

　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。

福岡市公報

－ 5 －

第7221号
（別冊３）令和８年３月23日



福岡市公報
第7221号
（別冊３）

－ 6 －

令和８年３月23日

印刷所 松影堂印刷株式会社

この印刷物は再生紙を
使用しています


